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衆
議
院
議
員
原
口
一
博
君
提
出
日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
の
経
営
環
境
の
改
善
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
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弁
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を
送
付
す

る
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
原
口
一
博
君
提
出
日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
の
経
営
環
境
の
改
善
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
税
制
上
の
優
遇
措
置
、
公
的
補
助
や
基
金
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
七
条
の
二
等
の

規
定
を
踏
ま
え
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
及
び
日
本
郵
便
株
式
会
社
が
経
営
努
力
に
よ
り
維
持
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
お
り
、

ま
た
、
政
府
に
お
い
て
も
、
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
維
持
の
支
援
の
た
め
の
交
付
金
の
制
度
の
適
切
な
運
用
を
行
う
ほ
か
、

同
社
に
対
し
、
利
便
性
や
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
及
び
提
供
に
取
り
組
む
こ
と
に
加
え
、
従
業
員
の
賃
金
の
引
上
げ
や

委
託
事
業
者
へ
の
適
正
な
価
格
転
嫁
な
ど
を
求
め
つ
つ
、
郵
便
料
金
の
見
直
し
に
係
る
議
論
を
情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政

審
議
会
に
お
い
て
行
う
等
の
取
組
を
行
っ
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
新
規
事
業
に
係
る
認
可
を
柔
軟
化
す
る
こ
と
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か

で
は
な
い
が
、
株
式
会
社
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
百
十
条
第
一
項
の
認
可
に
当
た
っ
て
、
同
法
そ
の
他
関
連

法
令
の
規
定
等
に
基
づ
き
、
他
の
金
融
機
関
等
と
の
間
の
適
正
な
競
争
関
係
及
び
利
用
者
へ
の
役
務
の
適
切
な
提
供
を
阻
害

す
る
お
そ
れ
が
な
い
か
等
に
つ
い
て
審
査
し
て
お
り
、
ま
た
、
株
式
会
社
か
ん
ぽ
生
命
保
険
に
つ
い
て
は
、
日
本
郵
政
株
式



 

２ 

 

会
社
が
株
式
会
社
か
ん
ぽ
生
命
保
険
の
株
式
の
二
分
の
一
以
上
を
処
分
し
た
こ
と
か
ら
、
郵
政
民
営
化
法
第
百
三
十
八
条
の

認
可
の
対
象
で
は
な
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

株
式
会
社
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
及
び
株
式
会
社
か
ん
ぽ
生
命
保
険
の
株
式
の
処
分
に
当
た
っ
て
は
、
日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
に
お

い
て
、
郵
政
民
営
化
法
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
責
務
の
履
行
等
へ
の
影
響
を
勘
案
し
て

適
切
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
当
該
責
務
の
履
行
の
た
め
の
具
体
的
な
方
策
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
は
日
本

郵
政
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
、
適
切
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 


